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新型コロナウイルス感染拡大防止に伴って（第二報） 

 

平素より，本校の教育活動に御理解と御協力をいただき，ありがとうございます。 

 さて先日，新型コロナウイルス感染症対策として，３月５日（木）から春季休業期間前日まで臨時休

業を実施したところですが，教育委員会から示された方針を踏まえ，下記のとおり，春季休業期間中の

部活動についても，３月２５日（水）から感染拡大防止にも最大限留意しながら，教育委員会から示さ

れた留意事項を踏まえ再開することとします。また，令和２年４月の始業式から教育活動を再開すると

ともに，臨時休業中の未指導分についても，適切に対応してまいります。 

今後も，新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮しながら，教育活動・学校行事を実施して参ります

ので，よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 春季休業期間中の学習・生活面での留意事項 

(1)  家庭学習について 

３月５日(木)以降の臨時休業期間中について，学習課題を課しておりましたが，３月２４日(火)

に回収いたしました。そこで，春季休業期間の学習課題を，別紙「春季休業期間課題一覧 2020」

の通り，課しておりますので，お子様へのご指導・ご助言をよろしくお願いいたします。 

 

(2)  健康観察等の継続実施について 

     臨時休業期間中，ご家庭において，毎日，健康観察票を活用して，健康と安全のために検温等 

にお取り組みいただいておりましたが，引き続き，よろしくお願いいたします。詳しくは，別紙 

「春季休業期間中の健康管理等の留意点について」をご確認ください。 

 

(3)  生徒への指導・支援について 

    春季休業期間中も，適宜，電話連絡や家庭訪問を通して，お子様の様子を把握して参ります。 

   

２ 春季休業期間中の教育活動等について 

(1)  離任式について 

① 離任式については，昨今の事情を鑑み，中止といたします。 

② 退職・離任される教職員については，３月２４日(火)１５：３０～，ホームページと校内掲

示板でお知らせいたします。また，退職・離任される教職員のメッセージをホームページ掲

載する予定です。 

 

 



(2)  部活動について 

春季休業期間について，３月２５日(水)から，下記の留意事項を踏まえたうえで，部活動（運 

動部，文化部）を，条件付再開といたします。なお，再開当初数日間は，練習に順応する必要か

ら，活動内容や時間に一層配慮いたします。 

【留意事項】 

・保護者の理解を得た活動参加，健康チェックの徹底。 

 （毎日，健康観察票を持参して，顧問の確認印をもらう。） 

・更衣室等の混雑回避のための時間設定や部屋の確保等。 

・練習時間の制限（部活動ガイドラインで中学３時間ところ，２時間以内）。 

・練習内容の工夫（対人接触練習の回避）。対外試合，合宿，合同練習の自粛。 

・練習場所は校内に限定し，体育館・武道場・音楽室等の活動場所の換気徹底。 

 

３ 令和２年度の教育活動等について 

(1)  入学式，着任式・始業式 

・現時点では，感染防止の措置を行ったうえで，例年に近い形で実施する予定です。 

なお，式の実施に当たっては，国の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の掲げる感染防  

止の注意点に配慮しながら，実施いたします。 

・現時点では，着任式・始業式についても，開催時間の短縮など実施方法を工夫のうえ，実施す 

ることとしています。 

① 午前８時２５分までに登校してください。 

② 登校したら，クラス分け発表を見て，体育館に入り，名簿順に整列ください。 

③ 式後，教科書配布，担任の先生の話（当面の予定含む）があります。 

④ 持ち物は，カバン，筆記用具，体育館シューズです。 

  

(2)  未指導の学習内容の回復に向けて 

臨時休業により，十分に授業が実施できなかった各教科等の学習内容につきましては，家庭学   

習を課した部分もございますが，基本的には４月以降の授業に未指導の学習内容を弾力的に取り   

入れ，１学期中に確実に回復して参ります。 

① 令和２年度の夏季休業期間について，1 日減らし，７月２０日(月)～８月２３日(日)まで

とします。 

② 全国学力・学習状況調査の延期に伴う，４月１６日(木)の空き授業時間を有効活用します。 

③ 必要があれば，４５分授業で７限目を設定することも考えます。 

④ 未指導の単元名や充当時間数などについては，別紙「新型コロナウイルス感染症対策に伴

う臨時休業期間中の授業の回復ついて」をご確認ください。 

 

(3)  教育活動再開後について 

教育活動再開後も，新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から，例年の活動内容を変更して  

実施する場合がございますので，その都度，御連絡いたします。 


